
技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 
 

平成２０年３月 

１ 現 状 

（１）職種ごとの平均年齢、職員数、平均給与等及びこれに対応する民間従業員の状況 
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２. 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手
当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員
給与実態調査において明らかにされているものです。
  また、「平均給与月額（国ベース）は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤
務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員
と同じベースで再計算したものです。
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「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本
給の平均です。
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※民間データは、賃金構造基本統計調査におい
て公表されているデータを使用しています。
（平成１６～１８年の３ヵ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあ
たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点におい
て完全に一致しているものではありません。

※年収ベースの「公務員（C）及び「民間（D）
のデータはそれぞれ平均給与月額を１２倍した
ものに、公務員においては前年度に支給された
期末・勤勉手当、民間においては前年に支給さ
れた年間賞与の額を加えた試算値です。

※「その他」とは、介護指導、給食（保育
園）、環境技能、家庭奉仕員等です。
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（２）職種ごとの年齢別職員数                          平成１９年４月１日現在 

区分 合計 
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豊島区 ３５６ １ ２ １７ ４８ ７１ ７６ ３７ １０４ 

 うち清掃職員 １２８ １ ２ １３ ２８ ３３ ２２ ７ ２２ 

 うち学校給食 ８ ― ― ― ― １ １ １ ５ 

 うち守衛 ８ ― ― ― １ ― ― １ ６ 

 うち用務 １０９ ― ― ２ ８ ２０ ２９ １６ ３４ 

 うち電話交換 ７ ― ― ― ― １ ２ ０ ４ 

 うちその他 ９６ ― ― ２ １１ １６ ２２ １２ ３３ 

 
（３）その他給与に関する事項 

 ア 給料表 

   職員の給与に関する条例で定める行政職給料表（二）を適用しています。 

 イ 諸手当 

   扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務

手当、期末手当、勤勉手当を該当者に支給しています。 

   特殊勤務手当は次のとおりです。 

手当の名称 支給対象 支給対象職員数 支給単価 

ごみ収集運搬等業

務従事手当 

清掃事務所に勤務し、廃棄物の処理を直接行う業務及びこれ

に密接に関連する業務に従事した職員 
１２８人 日額７００円 

福祉訪問等業務従

事手当 

・生活保護法、身体障害者福祉法、児童福祉法、老人福祉法

等に定める業務を行うため家庭等を訪問した職員又は面接

業務に従事した職員 

・母子及び寡婦福祉法又は売春防止法に定める相談業務に従

事した職員 

１８人 日額３７０円 

 
（４）昇給基準 

   勤務成績に応じ、毎年４月１日に４号給（５５歳に達した翌年からは１号給）を標準として昇給してい

ます。 

 
２ 基本的な考え方 

  技能労務職員については、平成２２年度の区職員数を２，０００人とする定員適正化計画を推進する下で、

退職不補充とし、新規採用を行っておりません。今後も同様とします。 

  また、同職員の給与水準につきましては、国、他団体の給与水準との均衡を踏まえつつ、特別区の任用体

系や職員構成を勘案して見直しを図っております。 



３ 具体的な取組内容 

  技能労務職員についても行政系職員と同様に、年功的な要素を縮小し、能力、業績及び職責を的確に反映

させる人事給与制度とするため、任用制度の導入、昇給・昇格制度の改正、期末・勤勉手当における職務段

階別加算の見直し、退職手当制度の改正を行ってまいりました。 

  また、平成１９年度においては、行政職給料表（二）について、平均９．０％の引き下げを行いました。 

 
４ その他 

  平成6年度以降、定員の適正化を目的として、学童擁護業務（１２年度完全実施）、学校警備業務（１６

年度完全実施）、庁用車運転業務（１６年度完全実施）、児童館清掃業務（１８年度完全実施）、ことぶきの

家清掃業務（１８年度完全実施）、庁舎警備業務（１９年度完全実施）、幼稚園用務業務（２０年度当初完全

実施）などについての民間委託を実施してまいりました。 

今後は、平成２１年度に残り１校となった学校給食業務の完全委託化を図り、平成２２年度には電話交換

業務を完全委託します。 

また、その他の業務につきましても同様に外部委託化を検討し、順次実施してまいります。 


